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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２５年１２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年３月２８日 １６時３５分ごろ 

発生場所 和歌山県白浜町市江埼南西方沖 

 市江埼灯台から真方位２２９°３.４海里付近 

 （概位 北緯３３°３３.０′ 東経１３５°２１.０′） 

インシデント調査の経過  平成２５年５月１６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油送船 第三金
きん

洋
よう

丸、２,９９７トン 

 １３６５３４、金力汽船株式会社 

 １０３.４６ｍ×１５.００ｍ×８.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２,９４２kＷ、平成１３年４月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 三級海技士（航海）（旧就業範囲） 

  免 許 年 月 日 昭和５４年１１月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１２月１６日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１月２５日 

機関長 男性 ５６歳 

 四級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成７年４月６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１７日 

  免状有効期間満了日 平成２７年４月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機４番シリンダのピストンスカートの割損、シリンダライナの焼損

及び縦傷、連接棒大端部ボルトの損傷、右舷側クランク室ドアの破損

等 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１１人が乗り組み、Ｃ重油約５,００

０kℓを積載し、山口県岩国港に向けて市江埼南西方沖を北西進中、平

成２５年３月２８日１６時３５分ごろ、当直中の機関士が、主機４番

シリンダのクランク室ドアに破孔を生じ、潤滑油が吹き出している状

況を認め、直ちに当直航海士及び船長に連絡して主機を停止した。 

 本船は、主機のクランク室ドアを開放して内部点検を行い、４番シ
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リンダのピストンスカートが割損し、脱落していることを認め、自力

航行不能と判断してタグボートによるえい
．．

航を要請するとともに、関

係先に対し、事故の報告、修理の手配等を行い、乗組員による損傷箇

所の開放準備作業を開始した。 

本船は、来援したタグボートにえい
．．

航され、２９日０６時２０分ご

ろ和歌山県和歌山下津港に着岸し、機関製造者手配の作業員等が乗船

してピストン、シリンダライナ、連接棒、クランク室ドア等の修復工

事を行い、１４時２５分に試運転を完了して１５時１０分に出港し

た。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約２.０ｍ  

 その他の事項 

 

主機は、機関室の中央部に船首尾方向に配置され、各シリンダに

は、船尾側を１番として船首方に向かって順に番号が付されていた。 

ピストンは、特殊合金製のクラウンと鋳鉄製スカートの組立形であ

り、ピストンリングが、圧縮リング３本とオイルリング２本で構成さ

れており、主軸受から供給された冷却用の潤滑油が、クランク軸、ク

ランクピン軸受、連接棒のきり穴を通り、ピストンピンの給油穴を介

してピストンの冷却空洞に供給されるようになっていた。 

ピストンピンは、全浮動式であり、ピストンピンボスに挿入され、

ピストンピンボス両端部の上下に設けられた溝に挿入されたＣの字型

のピストンピン止め輪（以下「スナップリング」という。）によって

軸方向への移動を防止する構造になっており、スナップリングが外れ

れば、ピストンピンが移動して連接棒のきり穴とピストンピンの給油

穴の位置がずれて潤滑油通路が塞がった状態となり、ピストンピンブ

ッシュ及びピストン冷却空洞への給油が停止する虞があった。 

主機は、平成２２年１０月に４番シリンダのピストンスカートが割

損し、その際、機関製造者の主導による改良部品への取替えを含む修

復工事が行われていた。 

主機は、平成２４年６月ごろから、潤滑油の消費量が増加し、本イ

ンシデント直前には正常時の約３倍に達しており、クランク室内の点

検が行われたものの、異常の発見には至らず、本インシデント発生ま

では、ピストンリングの摩耗によるものと予測され、平成２５年６月

に予定されていた入渠
きょ

工事における全シリンダの開放整備が検討され

ていた。 

本インシデント後の開放点検において、４番シリンダのピストン

は、スカート部の左舷側オイルリング下部が激しく焼き付いた状態で

割損し、右舷側には、焼付きは見られないものの、ピストンピンボス

下部が全周にわたって割損しており、船首側のスナップリング（以下

「本件スナップリング」という。）が、中央部で折損して脱落し、挿

入溝に正常に挿入されていれば、同溝との接触で生じるはずの接触痕
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が見当たらなかった。また、ピストンピンボスの船首側には、スナッ

プリング挿入溝の更に船首側にピストンピンとの接触痕が認められ

た。 

４番シリンダのシリンダライナには、船首側に深さ約５mm の縦傷が

２本発生している状況が確認された。 

主機は、本インシデント後に行った修復工事の結果、潤滑油の消費

量が正常時の状態に復帰した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、平成２２年１０月に機関製造者の主導で行った主機４番シ

リンダのピストン修復工事において、ピストンを組み立てた際、本件

スナップリングが、ピストンピンボスの挿入溝へ確実に挿入されてい

なかったことから、運転中に挿入溝から外れて脱落し、ピストンピン

が軸方向に移動するとともに、潤滑油の供給通路が塞がれてピストン

が冷却不足となり、市江埼南西方沖を北西進中、ピストンがシリンダ

ライナに焼き付いてピストンスカートが割損し、シリンダライナ、ク

ランク室ドア等が損傷して主機の運転ができなくなり、運航不能にな

ったものと考えられる。  

 主機は、潤滑油の消費量が増加し始めた平成２４年６月ごろに本件

スナップリングが外れ、脱落してシリンダライナに縦傷を生じ、ま

た、ピストンの冷却不足によるピストンの過熱等により、潤滑油の消

費量が増加した可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、平成２２年１０月に機関製造者の主導

で行った主機４番シリンダのピストン修復工事において、ピストンを

組み立てた際、本件スナップリングが、ピストンピンボスの挿入溝へ

確実に挿入されていなかったため、運転中に挿入溝から外れて脱落

し、ピストンピンが軸方向に移動するとともに、潤滑油の供給通路が

塞がれてピストンが冷却不足となり、市江埼南西方沖を北西進中、ピ

ストンがシリンダライナに焼き付いてピストンスカートが割損し、シ

リンダライナ、クランク室ドア等が損傷して主機の運転ができなくな

ったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関の重要部品の組立てを行う際は、当該作業に詳しい責任者が

立ち会い、確実に組み立てること。 

 ・潤滑油消費量に異常な増加が見られる場合は、機関製造者に相談

するなどして増加の程度が許容の範囲内にあるかどうかを見極

め、必要な場合は、各部開放などを行って早期に原因を究明する
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こと。 

 ・クランク室内の点検を行う際は、ターニングによりピストンの位

置を変えるなどして各シリンダライナの状態を観察すること。  

 


